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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第３四半期
累計期間

第66期
第３四半期
累計期間

第65期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日

自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

営業収益 （百万円） 83,719 87,340 113,111

経常利益 （百万円） 437 105 718

四半期（当期）純利益又は四半

期純損失（△）
（百万円） 296 △0 67

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 10,229 10,229 10,229

発行済株式総数 （千株） 39,611 39,611 39,611

純資産額 （百万円） 21,652 21,362 21,365

総資産額 （百万円） 81,124 86,802 78,807

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）

（円） 8.94 △0.00 2.03

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 5.0 － 10.0

自己資本比率 （％） 26.7 24.6 27.1

 

回次
第65期

第３四半期
会計期間

第66期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

自　平成26年10月１日
至　平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 7.07 7.25

　（注）１．当社は連結子会社が存在しないため、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第65期第３四半期累計期間及び第65期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第66期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

６．営業収益は、売上高と営業収入を合計したものです。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクにおいて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　当社は小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を行っておりません。

 

（１）業績の状況

　「普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく」を経営理念とする当社は、商品政策において、「価値

ある安さ」をお客様に提供するべく、特に購買頻度の高い、普段の暮らしに直結する商品について、年間を通じて

低価格を実現する取り組みを強化してまいりました。

　当第３四半期累計期間の新規出店は、従来のＭｒＭａｘの品揃えに生鮮食品を加えた「スーパーセンター」業態

で、６月に八幡東店（福岡県北九州市）、７月に伊万里店（佐賀県伊万里市）、８月に唐津店（佐賀県唐津市）の

３店舗を開店し、さらに小商圏・高来店頻度型の小型店舗「Ｓｅｌｅｃｔ」業態で、８月にＳｅｌｅｃｔ宇美店

（福岡県糟屋郡）、12月にＳｅｌｅｃｔ福津店（福岡県福津市）の２店舗を開店しました。これにより、当第３四

半期会計期間末の店舗数は60店舗となりました。

　当第３四半期累計期間の商品部門別の実績は、加工食品や取扱い店舗を拡大している日配品などが好調な食品部

門や、ペット用品などが好調な住生活部門が売上げを伸ばしました。全体でも、10月より３か月連続で既存店売上

高同月比が前年を上回るなど好調に推移をしております。

　これらの結果、当第３四半期累計期間の営業収益は873億40百万円（前年同期比4.3％増）と増収となりました。

　収益面においては、営業収益が増収となったことにより、営業総利益は217億13百万円（前年同期比3.2％増）と

なりました。一方で、販売費及び一般管理費は、新店５店舗開店の経費の増加などにより216億87百万円（前年同

期比4.8％増）となりました。これらの結果、営業利益は26百万円（前年同期比92.4％減）、経常利益は１億５百

万円（前年同期比75.9％減）、四半期純損失は０百万円（前年同期は２億96百万円の利益）となりました。

 

（２）財政状態の分析

（総資産）

　当第３四半期会計期間末における総資産は、商品や現預金の増加などにより、前事業年度末に比べ79億94百万

円増加し、868億２百万円となりました。

（負債）

　負債は、借入金や買掛金の増加などにより、前事業年度末に比べ79億97百万円増加し、654億39百万円となり

ました。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べ３百万円減少し、213億62百万円となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 39,611,134 39,611,134

東京証券取引所

（市場第一部）

福岡証券取引所

単元株式数

100株

計 39,611,134 39,611,134 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
－ 39,611,134 － 10,229 － 9,944

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 6,409,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 33,042,400 330,424 －

単元未満株式 普通株式 159,434 － 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  39,611,134 － －

総株主の議決権 － 330,424 －

（注）上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3,500株（議決権の数35個）含ま

れております。

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ミスターマックス
福岡市東区松田

一丁目５番７号
6,409,300 － 6,409,300 16.2

計 － 6,409,300 － 6,409,300 16.2

（注）１．上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株（議決権の数

４個）あります。

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めております。

２．当第３四半期会計期間末の自己株式数は6,409,534株です。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成26年10月１日から平成26

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,569 5,012

売掛金 2,641 2,798

有価証券 123 －

商品 8,945 12,231

貯蔵品 79 78

その他 1,857 2,038

流動資産合計 16,215 22,159

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 16,355 17,375

土地 27,204 27,204

その他（純額） 4,796 5,640

有形固定資産合計 48,356 50,219

無形固定資産 224 189

投資その他の資産   

その他 14,016 14,232

貸倒引当金 △5 －

投資その他の資産合計 14,010 14,232

固定資産合計 62,591 64,642

資産合計 78,807 86,802
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,066 12,738

電子記録債務 － 5,685

短期借入金 500 －

1年内返済予定の長期借入金 9,065 11,218

未払法人税等 339 －

引当金 456 212

その他 3,930 4,385

流動負債合計 29,358 34,240

固定負債   

長期借入金 20,078 22,711

引当金 658 690

資産除去債務 1,029 1,098

その他 6,317 6,698

固定負債合計 28,083 31,199

負債合計 57,442 65,439

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,229 10,229

資本剰余金 9,951 9,951

利益剰余金 3,766 3,604

自己株式 △2,598 △2,598

株主資本合計 21,349 21,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 90

繰延ヘッジ損益 12 85

評価・換算差額等合計 15 175

純資産合計 21,365 21,362

負債純資産合計 78,807 86,802
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

売上高 ※ 80,235 ※ 83,810

売上原価 62,672 65,626

売上総利益 17,562 18,184

営業収入   

不動産賃貸収入 3,211 3,189

その他の営業収入 272 340

営業収入合計 3,484 3,529

営業総利益 21,046 21,713

販売費及び一般管理費   

販売費 4,060 4,318

一般管理費 16,640 17,368

販売費及び一般管理費合計 20,700 21,687

営業利益 345 26

営業外収益   

受取利息 74 70

受取手数料 168 163

仕入割引 12 12

その他 79 104

営業外収益合計 333 350

営業外費用   

支払利息 238 261

その他 4 10

営業外費用合計 242 272

経常利益 437 105

特別利益   

投資有価証券売却益 7 20

テナント解約収入 49 12

補助金収入 100 29

特別利益合計 157 62

特別損失   

固定資産除却損 87 64

投資有価証券評価損 － 1

テナント解約損失 5 －

特別損失合計 92 66

税引前四半期純利益 502 101

法人税、住民税及び事業税 234 127

法人税等調整額 △28 △25

法人税等合計 206 101

四半期純利益又は四半期純損失（△） 296 △0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下、「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて、第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決

定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込

期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　この結果、当第３四半期累計期間の期首の退職給付引当金が６百万円減少し、利益剰余金が３百万円増加して

おります。なお、損益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期損益計算書関係）

※　消化仕入による売上の純額は次のとおりであります。

前第３四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

748百万円 782百万円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

減価償却費 1,621百万円 1,733百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日

定時株主総会
普通株式 166 5.0 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

平成25年10月31日

取締役会
普通株式 166 5.0 平成25年９月30日 平成25年11月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

　配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 166 5.0 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成

26年４月１日　至　平成26年12月31日）

　当社は、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
8円94銭 △0円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
296 △0

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（百万円）
296 △0

普通株式の期中平均株式数（千株） 33,203 33,202

（注）１. 前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　　　２. 当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年２月12日

株式会社ミスターマックス

（商号　株式会社ＭｒＭａｘ）

 

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柴田　祐二　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 宮本　義三　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミス

ターマックス（商号　株式会社ＭｒＭａｘ）の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第66期事業年度の第３四半

期会計期間（平成26年10月１日から平成26年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年12

月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミスターマックス（商号　株式会社ＭｒＭａｘ）の平成26年12月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管

しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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